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は し が き 

 

 

特許庁では、商標登録出願についての早期審査及び早期審理の受付を平成９年９月から開始し

ています。 

出願人及び代理人各位におかれましては、迅速な手続及び審査・審判処理を進めるためにも、

ガイドラインに示された要件、様式、事情説明書の記載事項等を十分にご理解の上、これに沿っ

た手続を踏まえて早期審査・早期審理を活用していただけるようお願いいたします。 

 

平成 30年 9 月 
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I ．早期審査について 

 

 １．早期審査の対象となる商標登録出願 

以下の対象１から対象３のいずれかに該当する商標登録出願について、早期審査の申出

をすることができます。既に出願されているものについても早期審査の対象となります。

申出は無料です。 

なお、平成 29年から、ライフサイクルの短い商品・役務を扱う事業者等の早期権利化の

要請にさらに応えるため、「出願商標を一部の指定商品・指定役務について既に使用して

いる又は使用の準備を相当程度進めており（※）、かつ、類似商品・役務審査基準等に掲

載されている商品・役務のみを指定している出願」等を早期審査の対象に加えています

（対象３）。対象３に該当する出願は、指定商品・指定役務に係る拒絶理由に該当する可

能性が低いことから、権利化までの期間も非常に短くなるという効果も期待されます。 

ただし、新しいタイプの商標（動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音

商標及び位置商標。以下同じ。）については、その審査の特殊性から審査の質を確保する

ため、当面、早期審査の対象外とします。 

また、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願（日本を指定国とする出願）に

ついても、国内出願とは審査のスキームが異なる等の理由により、当面、早期審査の対象

外とします。 

 

※ 「商標の使用の準備を相当程度進めている」とは、使用開始予定時期が少なくとも、 

早期審査の申出から 3 か月以内の使用であって、予定している使用商品（役務）や使用 

場所等が決定していることを指します（P.16「g) 商標の使用の準備段階の場合」参 

照）。 

 

 

※「震災復興早期審査」については、特許庁ホームページに掲載されている「商標登録出 

願の震災復興支援早期審査・早期審理について」をご参照ください。 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/souki_kaisi.htm
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/souki_kaisi.htm
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出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使 

用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願であること 

（様式１）P.26～P.30参照 

 

この要件に基づき申出を行う際には、以下の①及び②の両方の要件を備えていることが

必要です。 

 

① 「出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用注1している

又は使用の準備を相当程度進めている出願」であること 

これは、指定商品・指定役務の一部についての使用又は使用の準備を相当程度進め

ていることで足ります。 

例：指定商品「菓子」の出願の場合、「菓子」に含まれる一部の商品（例えば、「チ

ョコレート」）に関する使用の証明書類の提出で要件を満たします。 

 

※複数の商品（役務）を指定しているときは、そのいずれかの商品（役務）について使用 

又は使用の準備を相当程度進めていることを証明すれば、「出願商標を指定商品・指定 

役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めている」の要件を満たすことと 

なります。 

 

②「権利化について緊急性を要する出願」であること 

｢権利化について緊急性を要する出願｣とは、次のいずれかに該当するものをいいます。 

a)  出願商標について、第三者が無断で使用している（使用の準備を相当程度進めてい

                                                   
注1 商標の「使用」とは、商標法第２条第３項に規定する次の行為をいいます。 

商標法第２条第３項 

一 商品又は商品の包装に標章を付する行為                        
二  商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために

展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為          
三  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物（譲渡し、又は貸し渡す物を含

む。以下同じ。）に標章を付する行為  
四  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務

を提供する行為 
五  役務の提供の用に供する物（役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含

む。以下同じ。）に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為 
六  役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為  
七  電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方

法をいう。次号において同じ。）により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面

に標章を表示して役務を提供する行為 
八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは

頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為 

九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提

供のために音の標章を発する行為 

十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為 

 

対象１ 
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る）場合 

b)  出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合 

c)  出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合 

d)  出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願中

である場合 

e)  出願商標について、出願人がマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の基礎出

願とする場合 

 

※第三者とは、出願人自身又は出願人からその商標について使用許諾を受けた者以外の

者をいいます。 

 

※マドリッド協定議定書は、商標について、世界知的所有権機関（WIPO）国際事務局が

管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、指定締約国においてその保護を

確保できることを内容とする条約です。 

  https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/mado.htm  

 

 

 

 

出願人又はライセンシーが出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を 

相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願であること 

（様式２）P.31～P.32 参照 

 

この要件に基づき申出を行う際には、指定商品・指定役務の記載に関して、以下の点

を注意してください。 

 

・ 願書に記載された全ての指定商品・指定役務について、それらに包含される商品・

役務に対する商標の使用等の状況を証明する必要があります。 

例１：指定商品「被服」、証明商品「ワイシャツ」→〇 

例２：指定商品「パン」「菓子」、証明商品「チョコレート」→× 

  （パンに包含される商品に対する使用等の説明が必要） 

  

・ 指定商品・指定役務の記載中に、証拠書類により出願商標の使用等が確認できない商

品・役務が含まれている場合には、その商品・役務を削除する補正が必要となりま

す。なお、選定と手続補正書の提出が入れ違いになることを避けるため、可能な限

り、申出前又は申出と同時に補正してください（遅くとも、選定時までに補正を行っ

てください）。 

 

 

 

 

 

対象２ 

https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/mado.htm
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出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は 

使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基

準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願であること 

（様式２）P.31～P.32 参照 

 

この要件に基づき申出を行う際には、以下の①及び②の両方の要件を備えていることが

必要です。 

 

① 「出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用注１している

又は使用の準備を相当程度進めている出願」であること 

これは、指定商品・指定役務の一部についての使用又は使用の準備を相当程度進め

ていることで足ります。 

例：指定商品「菓子」の出願の場合、「菓子」に含まれる一部の商品（例えば、「チ

ョコレート」）に関する使用の証明書類の提出で要件を満たします。 

 

※複数の商品（役務）を指定しているときは、そのいずれかの商品（役務）について使用 

又は使用の準備を相当程度進めていることを証明すれば、「出願商標を指定商品・指定 

役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めている」の要件を満たすことと 

なります。 

 

②類似商品・役務審査基準等（以下の a)～c) ）に掲載されている商品・役務のみを指定し

ている出願であること 

a)  商標法施行規則 別表（第六条関係） 

b)  類似商品・役務審査基準 

c)  商品・サービス国際分類表（ニース分類） 

 

※記載に当たっては、 

【商標法施行規則 別表（第六条関係）】 

http://law.e - gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03801000013.html  

【類似商品・役務審査基準】 

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun10.htm  

【商品・サービス国際分類表（ニース分類）】 

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kokusai_bunrui.htm  

を参考にしていただくほか、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat ）をご活用くださ

い。 

 

 

 

 

 

対象３ 

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kokusai_bunrui.htm
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・ 指定商品・指定役務の記載中に、上記 a)～c) に掲載されていない商品・役務がひと

つでも含まれている場合には、その商品・役務を削除する補正を行う必要がありま

す。なお、選定と手続補正書の提出が入れ違いになることを避けるため、可能な限

り、申出前又は申出と同時に補正してください（遅くとも、選定時までに補正を行っ

てください）。 

 

※類似商品・役務審査基準内に【参考】として掲載されている商品名（役務名）も、対象 

になります（それらは、「商品・サービス国際分類表（ニース分類）」に掲載されている 

商品名（役務名）であるため）。 

 

※類似商品・役務審査基準等に掲載されている商品名（役務名）と少しでも異なる商品名 

（役務名）の場合、対象となりませんので、ご注意ください。 
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例１： 類似商品・役務審査基準第 7 類「金属加工機械器具」の表示に対して、指

定商品が第 7 類「金属加工機械器具及びその部品」→× 

例２：類似商品・役務審査基準第 41 類「セミナーの企画・運営又は開催」の表示

に対して、指定役務が第 41類「セミナーの企画・運営」→× 

 

 

【まとめ】 

 

 

※「震災復興早期審査」については、「商標登録出願の震災復興支援早期審査・早期審理 

について」をご参照ください。 

 

 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/soukisinsa_shohyo.htm
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/soukisinsa_shohyo.htm
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２．「早期審査に関する事情説明書」の提出手続  

 

 （１）提出者 

「早期審査に関する事情説明書」の提出者は、出願人及びその手続をする代理人に限りま

す。 

 

  （２）提出方法 

次のいずれかの方法によって提出してください。 

ａ）オンラインにより提出する。 

ｂ）特許庁受付窓口に直接持参のうえ提出する。 

受付窓口：東京都千代田区霞が関３の４の３ 特許庁庁舎１階 出願課 

受付時間：平日９時から１７時まで 

ｃ）封筒に「早期審査に関する事情説明書在中」と表示して、特許庁長官あてに送付する。 

宛先：〒１００－８９１５ 東京都千代田区霞が関３の４の３ 特許庁長官 宛 

 

なお、書面により提出した場合は、その電子化のために、早期審査の選定手続がオンライ

ンによる提出の場合に比べて１月程度遅れます。お急ぎの方はオンラインによる提出をお勧

めします。 

 

  （３）提出時期 

「早期審査に関する事情説明書」は、商標登録出願の日以降いつでも提出できます。 

 

  （４）手数料 

「早期審査に関する事情説明書」の提出に際しては、手数料は必要ありません。また、書

面により提出した場合であっても電子化手数料は必要ありません。 

 

  （５）提出書類 

「早期審査に関する事情説明書」（様式１～３参照）は、証拠書類を添付して早期審査を

希望する出願ごとに１通を提出します。なお、当該提出書類は、特許庁に受理された後は返

却されません。また、出願と同時に「早期審査に関する事情説明書」を提出する場合は、願

書の添付書類とせず、別の書面として提出してください。 

   早期審査に関するすべての書類は、日本語でのみ受け付けます。証明書類が外国語である

場合には日本語の翻訳又は説明資料を添付してください。 
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 （６）提出書類の補充 

提出した「早期審査に関する事情説明書」の補充を行う場合は、「早期審査に関する事情

説明補充書」をもって行います（様式４参照）。 

 

 （７）改めて早期審査の申出を行う場合 

要件を満たさないために早期審査の対象とならなかった場合でも、その後、要件を満たす

状態になった場合には、改めて「早期審査の事情説明書」を提出することにより、早期審査

の対象となり得ます。その際、商標の使用状況等の説明及び証明書類の提出について、先に

提出した早期審査の事情説明書の説明内容及び証明書類等を援用することができます。 
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３．早期審査案件の処理・庁内手続等 

 

（１）審査長等による選定と審査 

「早期審査に関する事情説明書」の提出があった商標登録出願について、早期審査の対象

とするか否かの選定は、提出された証拠書類等をもとに審査長等が行います。 

選定の結果、早期審査の対象となった商標登録出願については、速やかに審査を開始し、

着手後の処理においても、遅滞なく処分が終了するように審査手続を進めます。 

なお、「早期審査の対象としない」と判断した場合のみ、その理由を付して出願人に通知

します。 

 

  （２）ヒアリングの実施  

「早期審査に関する事情説明書」の記載内容については、必要に応じて、ヒアリングによ

る確認を行う場合があります。 

 

 （３）提出書類の閲覧 

「早期審査に関する事情説明書」及び「早期審査に関する事情説明補充書」は、商標登録

に関する出願書類等と同様に閲覧に供します。 

第三者に知られたくない情報が記載されている場合、一部マスキングして提出することは

可能です。ただし、「使用商標」、「使用している商品・役務」、「商標の使用者」、といった早

期審査の要件を満たすために必要な内容までマスキングしないようご注意ください。 

 

  （４）商標公報への表示 

早期審査の対象になった商標登録出願の商標掲載公報への掲載に当たっては、以下の表示

を付します。 

    a)商標掲載公報の目次への表示  「早」 

    b)商標掲載公報への表示     「早期審査対象出願」 

 

  （５）その他 

商標登録出願のデータ整備との関係で、早期審査に係る出願の審査着手を直ちに行うこと

ができない場合があります。 
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 ４．「早期審査に関する事情説明書」等の作成要領 

 

  （１）様式 

   P.26 以降の様式集を参照してください。 

   ・「早期審査に関する事情説明書」（様式１）【対象１】ééP.26～P.30 

   ・「早期審査に関する事情説明書」（様式２）【対象２・３】ééP.31～P.32 

   ・「早期審査に関する事情説明補充書」（様式３）【対象１～３共通】ééP.33 

   ・「国際登録出願の意思に関する宣誓書」（様式４）【対象１の国際登録出願の基礎出願】 

éP.34 

 

  （２）書誌的事項の記載要領【対象１～３共通】 

「早期審査に関する事情説明書」及び「早期審査に関する事情説明補充書」の書誌的事項

の欄は、以下の要領で記載してください。 

a) 【提出日】の欄 

オンラインにより提出する場合には提出する年月日を、特許庁出願課の受付窓口へ直接

提出する場合はその年月日を、送付により提出する場合は、投函日等発送する年月日を記

載してください。 

 

b) 【事件の表示】の欄 

【出願番号】の欄は、「商願○○○○－○○○○○○」のように記載してください。 

出願番号の通知を受けていない場合（出願と同時に早期審査の申出を行う場合など）

は、【出願番号】の欄に代えて【出願日】の欄を設け、「平成○○年○月○日提出の商標

登録願」のように、出願年月日を記載し、整理番号があるときには【出願日】の次に【整

理番号】の欄を設けて、当該出願の願書に記載した整理番号を記載してください。なお、

同年月日に複数の出願をしている場合には、【出願日】の次に【整理番号】の欄を設け

て、当該出願の願書に記載した整理番号を記載してください。 

 

c) 【提出者】の欄 

【識別番号】の欄は、識別番号の通知を受けていない場合等で識別番号を記載できない

ときは、この欄を設ける必要はありません。 

【氏名又は名称】の欄は、法人の場合には法人の名称を記載し、自然人の場合には氏名

を記載します。法人の場合は【氏名又は名称】の次に【代表者】の欄を設けて、代表者氏

名を記載します。 

 

   d) 【代理人】の欄 

   代理人がいない場合は、この欄を設ける必要はありません。 

 

  （３）「出願人等の使用状況説明」の記載要領【対象１～３共通】 

「早期審査に関する事情説明書」の「出願人等の使用状況説明」の欄は、以下の要領で記

載してください。 

a) 商標の使用者 

出願人本人又は出願人からその商標について使用許諾を受けた者（ライセンシー）を記
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載してください。 

なお、ライセンシーの場合には、その者の住所（居所）、氏名（名称）を記載し、ライ

センシーであることを証明する書類の提出が必要になります。ライセンシーが子会社等関

連会社の場合は、組織図や支配関係を示すホームページの画面の写し等、出願人との関連

性がわかる資料を提出してください。ライセンシーが子会社等関連会社以外の場合は、ラ

イセンス契約書や使用許諾書等、ライセンス契約を結んでいることがわかる資料を提出し

てください。 

 

b) 商標の使用に係る商品名（役務名） 

商標を使用又は使用の準備を相当程度進めている商品名（役務名）を具体的に記載して

ください。 

※使用している「商標」を記載するのではなく、「商品名（役務名）」を記載してくださ 

い。 

 

c) 商標の使用時期 

商標をいつから b)で挙げた商品（役務）について使用しているのかを記載してくださ

い。例えば、「平成○年○月から使用中」のように記載します。 

なお、使用開始時期を証明する書類の提出は必要はありません。 

 

d) 商標の使用場所 

商標の使用者の営業所、事務所、その他その商標の使用がされた場所のいずれか一の所

在地を具体的に記載してください。なお、商標の使用場所は日本国内に限ります。 

 

e) 商標の使用の事実を示す書類 

出願人又はライセンシーが商標を商品（役務）について使用していることを示す客観的

な資料として、例えば、以下のような資料を提出してください。 

 

ア．商標が付された商品を撮影した写真 

イ．商標が付された役務の提供の用に供する物を撮影した写真 

ウ．商標が付された商品・役務が掲載されたパンフレット又はカタログ 

エ．商標が付された商品・役務が掲載された広告 

 

なお、以下の３点が客観的にわかる資料を提出してください。 

 ① 使用している商標 

② 商標が指定商品・指定役務に使用されていること 

③ 使用者が出願人又はライセンシーであること 

また、上記①～③を示す箇所は下線、マーカー、矢印等により示し、確認しやすいよう

にしてください。 

 

※ホームページ内の使用の場合、「商標の使用場所」欄に、「自社ホームページ内」のよう 

に記載し、URL をあわせて記載していただくとともに、資料として商標が使用されて 

いるホームページの画面の写しを提出してください。  
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     URL のみの記載では、URL の変更、削除等により、事後の確認ができなくなる可能 

性がありますので、必ず画面の写しを提出してください。 

画面の写しを提出する場合（特にオンラインで提出する場合）、文字等が確認できる 

    鮮明なものを提出してください。 

 

※出願商標と使用商標の同一性については、両者が社会通念上、外観において同視できる 

態様（例えば、明朝体とゴシック体の相違、縦書きと横書きの相違）であれば認められ 

ますが、商標法 50 条における「社会通念上同一と認められる商標」の考え方とは異な 

りますので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※商標の使用に関する説明書類を作成するにあたっての留意点は特許庁ホームページに掲 

載されている「商標の使用に関する説明書類を作成するにあたって」をご参照くださ 

い。 

 

※地域団体商標登録出願に係る「早期審査に関する事情説明書」の提出の際には、商標の 

使用状況等の説明及び証明書類の提出については、当該出願時又は意見書提出時の説明

内容及び証明書類等を援用することができます。その際には、「早期審査に関する事情

説明書」の【早期審査に関する事情説明】の項目内に、「地域団体商標登録出願の際に

提出（地域団体商標登録出願に係る意見書における説明及びこれに添付）したものを援

用する」旨を記載してください。 

 

f )  手続補正書の提出（任意記載） 

早期審査の要件を満たさない指定商品・指定役務を削除する等のために手続補正書を提

出した場合には、本項目を設け「平成○○年○月○日に手続補正書を提出」のように記載

してください。 
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g) 商標の使用の準備段階の場合 

商標の使用の準備段階の場合の【早期審査に関する事情説明】欄の各項目は、それぞ

れ、以下のように記載してください。 

（1）「商標の使用者」→「商標の使用予定者」 

（2）「商標の使用に係る商品名( 役務名) 」→「商標の使用の準備を進めている商品名

( 役務名) 」 

（3）「商標の使用時期」→「商標の使用開始予定時期」  

（4）「商標の使用場所」→「商標の使用予定場所」 

（5）「商標の使用の事実を示す書類」→「商標の使用の準備を進めている事実を示す書

類」 

 

また、「商標の使用の準備を進めている事実を示す書類」としては、例えば、以下のよ

うな資料を提出してください。 

 

ア．商標が付された商品・役務が掲載されたパンフレット、カタログ等の印刷について

その受発注を示す資料 

イ．商標が付された商品・役務が掲載された広告についてその受発注を示す資料 

ウ．商標が付された役務の提供の用に供する物の受発注を示す資料 

エ．商標が付された商品・役務に関するプレス発表や新聞記事等の資料 

 

※「受発注を示す資料」は、発注したことを示す資料及びこれが受注されたことを示す資 

料の双方の提出が必要です。 

 

※記載における留意事項は、既に商標を使用している場合に準じます。上記 a)～f) を参 

照ください。 

 

（４）「緊急性を要する状況の説明」の記載要領 

「早期審査に関する事情説明書」の「緊急性を要する状況の説明」の欄には、次のよう

に、緊急な権利化が求められている状況を詳細に説明してください。 

 

a)出願商標について、第三者が無断で使用（使用の準備を相当程度進めている）してい

る場合 

使用（使用の準備）をしている者の住所（居所）、氏名（名称）、使用に係る商品

（役務）、使用場所等を記載するとともに、その使用の事実を示す書類を提出してくだ

さい。具体的な使用状況（使用の準備状況）の説明及び使用の事実を示す書類の提出に

ついては、上記「(3) 出願人等の使用状況説明」の b)から e)に準じます。なお、第三者

による「使用の準備」とは、例えば、譲渡の目的をもって、指定商品に、出願に係る商

標に類似する商標を付したものを所持する行為等、商標法第３７条第２号から第８号注2

                                                   
注2 商標法第３７条（抜粋） 

二  指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録

商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為  
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に掲げる行為に相当するものをいいます。 

 

※指定商品・指定役務に含まれる商品・役務（類似するおそれのあるものも含む）に対 

し、同一又は類似するおそれのある商標を第三者が使用（使用の準備）をしている場 

合に限ります。 

 

b) 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合 

警告を発した者の住所（居所）、氏名（名称）、警告の根拠となる商標登録番号、

商標、指定商品（指定役務）等を明らかにするとともに、警告書（写し）を提出して

ください。なお、警告の根拠が不正競争防止法等の商標法以外の法律を根拠とする場

合には、その法律を明らかにしてください。 

 

※指定商品・指定役務に含まれる商品・役務に係る使用についての警告でなければ対象 

 になりません。 

 

※事情説明書の記載内容や証明書類等で明らかな第三者による警告が確認できる場合に 

は、第三者の居所及び名称（住所及び氏名）の明示は必須としません。 

 

c) 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合 

使用許諾を求めている者の住所（居所）、氏名（名称）、使用許諾を求められてい

る指定商品（指定役務）、期間等を明らかにするとともに、使用許諾を求められてい

ることを示す書面（写し）等を提出します。 

 

※指定商品・指定役務に含まれる商品・役務に係る使用許諾の求めでなければ対象に 

 なりません。 

 

※「第三者から使用許諾を求められている」ことが客観的に確認できる書類の提出が必 

要です。なお、提出書類から、「出願人」、「第三者」、「出願商標と同一の商標を使用 

することを希望する旨」が明確に確認できる必要があります。 

                                                   
三  指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供

する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持

し、又は輸入する行為  

四  指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供

する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲

渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為  

五  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似す

る商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為  

六  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似す

る商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲

渡若しくは引渡しのために所持する行為  

七  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似す

る商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又

は輸入する行為  

八  登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡

し、引き渡し、又は輸入する行為 
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d) 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願中で

ある場合 

出願している外国名（政府間機関名）、出願日、出願番号（正式な出願番号を知る

ことができないときは省略できます。ただし、その後、正式な出願番号を知ったとき

は、遅滞なくその番号を記載した「早期審査に関する事情説明補充書」を提出してく

ださい。）を明らかにするとともに、その出願の写しを提出してください。 

日本国特許庁への出願を基礎としてマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願を

行っている場合には、当該出願の日を記載するとともに、その出願の写し（受領印の

あるもの）を提出してください。 

 

※日本国内で使用（相当程度の使用の準備）をしている場合のみ対象になります。 

 

※外国に出願予定（まだ出願していない）の場合や、外国で既に登録済みの場合は対象 

 となりません。（出願中であることは、外国特許庁に出願してから 1 年以内であるこ 

とを目安として判断します。） 

 

※日本における出願商標と外国出願の商標との同一性については、両者が社会通念上、 

 外観において同視できる態様（例えば、明朝体とゴシック体の相違、縦書きと横書き 

の相違）であれば認められますが、商標法 50 条における「社会通念上同一と認めら 

れる商標」の考え方とは異なりますので、ご注意ください。（P.15 の図参照） 

 

※出願に係る指定商品又は指定役務の少なくとも一部が外国出願に係る指定商品・指定 

 役務に含まれていれば対象になります。 

 

e)  出願人が、本件出願を基礎出願として、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願

を行う場合 

出願商標について、マドリッド協定議定書に基づき国際登録出願を行う意思及び出

願予定日を明らかにするための「国際登録出願の意思に関する宣誓書（様式５）」

（P.34 参照）を提出してください。 

 

※「国際登録出願の意思に関する宣誓書」に記載する国際登録出願の予定は、基本的に 

は、3 ヶ月程度を目安とします。 

 

※「国際登録出願の意思に関する宣誓書」をオンラインで提出する場合には、押印済み 

 の書面の写しを提出してください。 

 

※上記（３）及び（４）の記載事項について、使用の準備を相当程度進めている状況や 

 緊急性を要する状況を明らかにするために必要な事項が営業秘密に属し、提出書類に 

記載することにより商取引上支障が生じると考える等の場合は、資料の一部について 

マスキングをしたうえで提出することが可能です。この場合、ヒアリング等を行う場 

合があります。その際行ったヒアリング内容については公開しません。 
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II ．早期審理について 

 

１．早期審理の対象となる審判事件 

以下の対象１から対象３のいずれかに該当する商標登録出願に係る拒絶査定不服審判事

件（※）について、拒絶査定に引用された登録商標が他の審判事件に係属している場合を

除き、早期審理の申出をすることができます。申出は無料です。 

ただし、新しいタイプの商標については、その審理の特殊性から審理の質を確保するた

め、当面、早期審理の対象外とします。 

また、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願（日本を指定国とする出願）に

係る拒絶査定不服審判ついても、国内出願に係る審判事件とは審理のスキームが異なる等

の理由により、当面、早期審理の対象外とします。 

 

※拒絶査定不服審判事件のみが対象となります。異議申立て、無効審判、取消審判につい 

ては対象となりません。 

 

 

 

審判請求人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又 

は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する審判事件で 

あること 

（様式５）P.35～P.37 参照 

 

この要件に基づき申出を行う際には、以下の①及び②の両方の要件を備えていることが

必要です。 

 

① 「審判請求人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用注3して

                                                   
注 3 商標の「使用」とは、商標法第２条第３項に規定する次の行為をいいます。 

商標法第２条第３項 

一 商品又は商品の包装に標章を付する行為                        
二  商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために

展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為          
三  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物（譲渡し、又は貸し渡す物を含

む。以下同じ。）に標章を付する行為  
四  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務

を提供する行為 
五  役務の提供の用に供する物（役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含

む。以下同じ。）に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為 
六  役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為  
七  電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方

法をいう。次号において同じ。）により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面

に標章を表示して役務を提供する行為 
八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは

頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為 

九 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提

供のために音の標章を発する行為 

対象１ 
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いる又は使用の準備を相当程度進めている（※）審判事件」であること。 

これは、指定商品・指定役務の一部についての使用又は使用の準備を相当程度進め

ていることで足ります。 

例：指定商品「菓子」の出願の場合、「菓子」に含まれる一部の商品（例えば、「チ

ョコレート」）に関する使用の証明書類の提出で要件を満たします。 

 

 また、複数の商品（役務）を指定しているときは、そのいずれかの商品（役務）につい

て使用又は使用の準備を相当程度進めていることを証明すれば、「出願商標を指定商品・

指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めている」の要件を満たすこ

ととなります。 

 

※ 「商標の使用の準備を相当程度進めている」とは、使用開始予定時期が少なくとも、 

早期審理の申出から 3 か月以内の使用であって、予定している使用商品（役務）や使用 

場所等が決定していることを指します（P.16 「g) 商標の使用の準備段階の場合」参 

照）。 

 

② 「権利化について緊急性を要する審判事件」であること 

｢権利化について緊急性を要する審判事件｣とは、次のいずれかに該当するものをいい 

ます。 

a)  出願商標について、第三者が無断で使用している（使用の準備を相当程度進めてい

る）場合 

b)  出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合 

c)  出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合 

d)  出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願中

である場合 

e)  出願商標について、出願人がマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の基礎出

願とする場合 

 

※第三者とは、出願人自身又は出願人からその商標について使用許諾を受けた者以外の

者をいいます。 

 

※マドリッド協定議定書は、商標について、世界知的所有権機関（WIPO）国際事務局が

管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、指定締約国においてその保護を

確保できることを内容とする条約です。 

  https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/mado.htm  

 

 

 

 

                                                   
十 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為 

 

https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/mado.htm
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審判請求人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準 

備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願に係る審判事件であること 

（様式６）P.38～P.39参照 

 

この要件に基づき申出を行う際には、指定商品・指定役務の記載に関して、以下の点

を注意してください。 

 

・ 願書に記載された全ての指定商品・指定役務について、それらに包含される商品・役

務に対する商標の使用等の状況を証明する必要があります。 

例１：指定商品「被服」、証明商品「ワイシャツ」→〇 

例２：指定商品「パン」「菓子」、証明商品「チョコレート」→× 

   （パンに包含される商品に対する使用等の説明が必要） 

 

・ 指定商品・指定役務の記載中に、証拠書類により出願商標の使用等が確認できない商

品・役務が含まれている場合には、その商品・役務を削除する補正が必要となりま

す。なお、選定と手続補正書の提出が入れ違いになることを避けるため、可能な限

り、申出前又は申出と同時に補正してください（遅くとも、選定時までに補正を行っ

てください）。 

 

 

 

審判請求人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又 

は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査 

基準等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願に係る審判事件であること 

（様式６）P38. ～P.39参照 

 

この要件に基づき申出を行う際には、以下の①及び②の両方の要件を備えていることが

必要です。 

 

① 「審判請求人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用注 3 して

いる又は使用の準備を相当程度進めている出願」であること。 

これは、指定商品・指定役務の一部についての使用又は使用の準備を相当程度進め

ていることで足ります。 

例：指定商品「菓子」の出願の場合、「菓子」に含まれる一部の商品（例えば、「チ

ョコレート」）に関する使用の証明書類の提出で要件を満たします。 

 

※複数の商品（役務）を指定しているときは、そのいずれかの商品（役務）について

使用又は使用の準備を相当程度進めていることを証明すれば、「出願商標を指定商

品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めている」の要件を

満たすこととなります。 

対象２ 

対象３ 
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② 類似商品・役務審査基準等（以下の a）～c) ）に掲載されている商品・役務のみを指定

している審判事件であること。 

 

a)  商標法施行規則 別表（第六条関係） 

b)  類似商品・役務審査基準 

c)  商品・サービス国際分類表（ニース分類） 

 

※記載に当たっては、 

【商標法施行規則 別表（第六条関係）】 

http://law.e - gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03801000013.html  

【類似商品・役務審査基準】 

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun10.htm  

【商品・サービス国際分類表（ニース分類）】 

https://www.j po.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kokusai_bunrui.htm  

を参考にしていただくほか、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat ）をご活用くださ 

い。（P.8 参照） 

 

・ 指定商品・指定役務の記載中に、上記 a)～c) に掲載されていない商品・役務がひと

つでも含まれている場合には、その商品・役務を削除する補正を行う必要がありま

す。なお、選定と手続補正書の提出が入れ違いになることを避けるため、可能な限

り、申出前又は申出と同時に補正してください（遅くとも、選定時までに補正を行っ

てください）。 

 

※類似商品・役務審査基準内に【参考】として掲載されている商品名（役務名）も、対象 

になります（それらは、「商品・サービス国際分類表（ニース分類）」に掲載されてい 

る商品名（役務名）であるため）。 

 

※類似商品・役務審査基準に掲載されている商品名（役務名）と少しでも異なる商品名 

（役務名）の場合、対象となりませんので、ご注意ください。 

 例１：類似商品・役務審査基準第 7 類「金属加工機械器具」の表示に対して、指定 

商品が第 7 類「金属加工機械器具及びその部品」→× 

  例２：類似商品・役務審査基準第 41 類「セミナーの企画・運営又は開催」の表示に 

対して、指定役務が第 41類「セミナーの企画・運営」→× 

 

※「震災復興早期審理」については、「商標登録出願の震災復興支援早期審査・早期審理 

について」をご参照ください。 

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kokusai_bunrui.htm
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/soukisinsa_shohyo.htm
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/soukisinsa_shohyo.htm
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２．「早期審理に関する事情説明書」の提出手続 

提出手続は、基本的に「早期審査に関する事情説明書」と同様です（P.10 「２．「早期

審査に関する事情説明書」の提出手続」参照）。 

ただし、当該ページを参照する際には、以下の点に留意してください。 

 

（１）様式 

様式については、以下のものをご使用ください。 

・早期審理に関する事情説明書【対象１】：様式５（P.35～P.37） 

・早期審理に関する事情説明書【対象２及び３】：様式６（P.38～P.39） 

・早期審理に関する事情説明補充書：様式７（P.40） 

 

（２）用語 

用語については、以下のとおりに読み替えてください。 

・早期審査：早期審理 

・出願人：当該審判事件の審判請求人 

・商標登録出願の日：審判請求の日 

・出願：審判事件 

・願書：審判請求書 
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 ３．早期審理案件の処理・庁内手続等 

処理・庁内手続等は、基本的に「早期審査案件の処理・庁内手続等」と同様です（P.12 

「３．早期審査案件の処理・庁内手続等」参照）。 

ただし、早期審理の選定と審査に関しては、特許庁内担当部署が異なるため、手続の流

れが違います。下記「（２）審判官等による選定と審理」をご確認ください。 

また、当該ページを参照する際には、以下の点に留意してください。 

 

（１）用語 

用語については、以下のとおりに読み替えてください。 

・早期審査：早期審理 

・商標登録に関する出願書類等：審判記録 

・商標登録出願の商標掲載公報：審判事件に係る出願の商標掲載公報 

・商標登録出願のデータ整備：審判請求のデータ整備 

・出願の審査着手：審判事件の審理 

 

（２）審判官等による選定と審理 

「早期審理に関する事情説明書」の提出があった審判事件に関しては、部門長・審判長

が主任審判官を指定し、主任審判官は早期審理の対象に付すか否かの選定を行い、部門

長・審判長が決裁をします。 

選定の結果、早期審理の対象となった審判事件については、担当する合議体は速やかに

審理を開始し、遅滞なく処分をするよう審理手続を進めます。 

なお、「早期審理の対象としない」と判断した場合のみ、理由を付して審判請求人に通

知します。 
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 ４．「早期審理に関する事情説明書」等の作成要領 

作成要領は、基本的に「「早期審査に関する事情説明書」等の作成要領」と同様です

（P.13「「早期審査に関する事情説明書」等の作成要領」参照）。 

ただし、様式上の【審判事件の表示】の欄については、下記「（３）【審判事件の表

示】の欄について」をご確認ください。 

また、当該ページを参照する際には、以下の点に留意してください。 

 

  （１）様式 

様式については、以下のものをご使用ください。 

・早期審理に関する事情説明書【対象１】：様式５（P.35～P.37） 

・早期審理に関する事情説明書【対象２及び３】：様式６（P.38～P.39） 

・早期審理に関する事情説明補充書【対象１～３共通】：様式７（P.40） 

 

（２）用語 

用語については、以下のとおりに読み替えてください。 

・早期審査：早期審理 

・【提出者】の欄：【審判請求人】の欄 

・出願人：審判請求人 

・地域団体商標登録出願：地域団体商標登録出願に係る審判請求 

・出願時又は意見書提出時：出願時、意見書提出時又は審判請求時 

 

（３）【審判事件の表示】の欄について 

【審判番号】の欄には「不服○○○○－○○○○○○」のように、【出願番号】の欄に

は「商願○○○○－○○○○○○」のように記載してください。審判番号の通知を受けて

いない場合（審判請求と同時に提出する場合など）は、【審判番号】の欄に代えて【審判

請求日】の欄を設けて、審判請求日を記載してください。 

なお、同年月日に複数の審判請求をしている場合には、【審判請求日】の次に【整理番

号】の欄を設けて、当該審判請求書に記載した整理番号を記載してください。 

 

  （４）早期審査に関する事情説明等の援用 

早期審査の対象案件に選定された出願商標に係る審判事件について、早期審理の申出を

する場合は、「早期審理に関する事情説明書」の「早期審理に関する事情説明」「提出物

件の目録」等について、「早期審査に関する事情説明書」のものを援用することができま

す。 
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様式集 
 

（様式１）早期審査に関する事情説明書【対象１】 

 

出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準

備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願に関しての申出を行う場合 

 

 【書類名】 早期審査に関する事情説明書 

【提出日】 平成  年  月  日 

 【あて先】 特許庁長官     殿 

 【事件の表示】 

   【出願番号】 商願○○○○－○○○○○○ 

 【提出者】 

    【識別番号】 

    【住所又は居所】 

    【氏名又は名称】 

 【代理人】 

    【識別番号】 

    【住所又は居所】 

   【氏名又は名称】 

 【早期審査に関する事情説明】 

１．出願人等の使用状況説明 

（１）商標の使用者 

（２）商標の使用に係る商品名（役務名） 

（３）商標の使用時期 

（４）商標の使用場所 

（５）商標の使用の事実を示す書類 

（６）手続補正書の提出の有無 

 

２．緊急性を要する状況の説明 

 

 

 【提出物件の目録】 

   【物件名】 

 

 

※【早期審査に関する事情説明】で記載した内容の裏付けとなる書類を添付し提出してください。 

※書面により提出する場合は、日本工業規格Ａ列４番（横２１ｃｍ、縦２９．７ｃｍ）の大きさの用紙を用いて

ください。 

※記載例は、次ページを参照してください。 
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（様式１）の記載例 

 

 

 【書類名】 早期審査に関する事情説明書 

【提出日】 平成２９年○月×日 

 【あて先】 特許庁長官  殿 

 【事件の表示】 

   【出願番号】 商願２０１７－○○○○○○ 

 【提出者】  

    【識別番号】      ○○○○○○○○○ 

    【住所又は居所】 ○○県○×市△△    

    【氏名又は名称】 ○○株式会社 

    【代表者】       ○川  ×夫     

  【代理人】 

    【識別番号】      ○○○○○○○○○ 

   【住所又は居所】  ○○県○×市△△    

    【弁理士】 

   【氏名又は名称】  ○山   △郎    

  【早期審査に関する事情説明】 

   １．出願人等の使用状況説明 

（１）商標の使用者 

     出願人 

（２）商標の使用に係る商品名（役務名）  

    ゴルフ靴 

（３）商標の使用時期 

     平成２９年４月から使用中 

（４）商標の使用場所 

     ○○県○×市△△の本社営業所内 

（５）商標の使用の事実を示す書類 

     出願に係る商標の使用を示す資料として、商品のパンフレットを添付する。 

（６）手続補正書の提出 

   平成２９年○月×日に手続補正書を提出 

 

２．緊急性を要する状況の説明 

（１）商標の使用者 

住所：○△県○×市○○区×× 

名称：××株式会社（代表者○○） 

（２）商標の使用に係る商品名（役務名） 

ゴルフ靴 

（３）商標の使用時期 

平成２９年１０月頃から使用中 

 

本記載例は、事情説明書の記載要領を示すため、

仮定に基づいて作成されたものです。 

P.13(2)「書誌的事項の

記載要領」参照 

 

P.13(3)「出願人等の使

用状況説明」の記載要

領参照 

 

商標の使用の準備段階の場合の【早期審査に関す

る事情説明】欄 

各項目は、それぞれ、  

（1）「商標の使用者」→「商標の使用予定者」 

（2）「商標の使用に係る商品名(役務名)」→ 

「商標の使用の準備を進めている商品名(役 

務名)」 

（3）「商標の使用時期」→「商標の使用開始予定 

時期」  

（4）「商標の使用場所」→「商標の使用予定場所」 

（5）「商標の使用の事実を示す書類」→ 

「商標の使用の準備を進めている事実を示 

す書類」 

のように記載してください。 

P.16(4)「緊急性を要す

る状況の説明」の記載

要領参照 

 

早期審査の要件を満たさない指定

商品・指定役務を削除する等のた

めに、手続補正書を提出した場合

のみ項目を設けてください。 
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（４）商標の使用場所 

○×市内のスポーツ用品店 

○×市に本社を有する××株式会社は、平成２９年１０月頃より、出願人に 

無断で出願に係る商標と酷似した商標を付したゴルフ靴を製造し、○×市内を 

中心にスポーツ用品店等で販売している。 

××社が商標を付して販売しているゴルフ靴の写真は、別添写真のとおりである 

が、当該商標は出願に係る商標と同一又は類似であり、また、××社が使用して 

いる「ゴルフ靴」は、出願に係る指定商品中に包含され、かつ、出願人が使用し 

ている商品「ゴルフ靴」と同一である。 

 

【提出物件の目録】 

【物件名】商標の使用の事実を示す書類（商品パンフレット） １ 

【物件名】××社が商標を付して販売している「ゴルフ靴」の写真 １ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

提出書類を援用したい場合、以下のように記載してください。 

 【提出物件の目録】 

 【物件名】商標の使用の事実を示す書類（商品パンフレット） １ 

   【援用の表示】平成２９年○月×日提出の早期審査に関する事情説明書 

（商願 2017- XXXXXX）に添付した書類を援用する。 

【物件名】××社が商標を付して販売している「ゴルフ靴」の写真 １ 

   【援用の表示】平成２９年○月×日提出の早期審査に関する事情説明書 

（商願 2017- XXXXXX）に添付した書類を援用する。 

 



 

 29 

 
なお、上記   （点線枠箇所）は、早期審査対象１のうち、「第三者が使用の場合」（出

願商標について、第三者が無断で使用（使用の準備を相当程度進めている）している場合）の
記載例です。 

その他の「２．緊急性を要する状況の説明」の記載例については、以下をご参考ください。 
 
 
・出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合の記載例 
 

２．緊急性を要する状況の説明 

（１）警告を発した者 

住所：○△県○×市○○区×× 

名称：××株式会社（代表者○○） 

（２）警告の根拠となる商標登録番号 

登録第〇〇〇〇〇〇〇号商標 

（３）商標及び指定商品（指定役務） 

   商標：〇〇〇 

第〇類 〇〇、〇〇、〇〇 

（４）警告書（写し） 

物件名〇〇として、××株式会社から送られてきた警告書を添付する。 

【提出物件の目録】 

【物件名】××株式会社から送られてきた警告書 １ 

【物件名】商標の使用の事実を示す書類（商品パンフレット） １ 

 
 
 
 
・出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合の記載例 
 

２．緊急性を要する状況の説明 

（１）使用許諾を求めている者 

住所：○△県○×市○○区×× 

名称：××株式会社（代表者○○） 

（２）使用許諾を求められている指定商品（指定役務） 

第〇類 〇〇、〇〇、〇〇 

（３）期間 

平成〇〇年〇〇月〇〇日～平成〇〇年〇〇月〇〇日 

（４）使用許諾を求められていることを示す書面（写し） 

××株式会社から提出を受けた使用許諾依頼書を添付する。 

【提出物件の目録】 

【物件名】使用許諾依頼書 １ 

【物件名】商標の使用の事実を示す書類（商品パンフレット） １ 
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・出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願中の場合の記
載例 

 

２．緊急性を要する状況の説明 

（１）出願先外国名 

   米国 

（２）出願日及び出願番号 

平成〇〇年〇〇月〇〇日出願  

出願番号 ○○○○○○ 

（３）出願したことを証明する書面（願書写し） 

願書の写し（受領印のあるもの）を添付する。 

【提出物件の目録】 

【物件名】米国出願の願書写し １ 

【物件名】商標の使用の事実を示す書類（商品パンフレット） １ 

 

 

 

 

 
 
・出願商標について、出願人がマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の基礎出願とする場

合の記載例 
 

２．緊急性を要する状況の説明 

  本件出願を基礎出願として、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願を行う予定

であるため 

【提出物件の目録】 

【物件名】国際登録出願の意思に関する宣誓書 １ 

【物件名】商標の使用の事実を示す書類（商品パンフレット） １ 

  

正式な出願番号を知ることができないときは

省略できます。ただし、その後、正式な出願番

号を知ったときは、遅滞なくその番号を記載し

た「早期審査に関する事情説明補充書」を提出

してください。 

日本国特許庁への出願を基礎としてマドリッド協定議定書に基づく国際登録

出願を行っている場合には、当該出願の日を記載するとともに、その出願の写

し（受領印のあるもの）を提出してください。 
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（様式２）早期審査に関する事情説明書【対象２及び３】 

 

・出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程 

度進めている商品・役務のみを指定している出願に関しての申出を行う場合【対象２】 

 

・出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準 

備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載され 

ている商品・役務のみを指定している出願に関しての申出を行う場合【対象３】 

 

 【書類名】 早期審査に関する事情説明書 

【提出日】 平成  年  月  日 

 【あて先】 特許庁長官     殿 

 【事件の表示】 

   【出願番号】 商願○○○○－○○○○○○ 

 【提出者】 

    【識別番号】 

    【住所又は居所】 

    【氏名又は名称】 

 【代理人】 

    【識別番号】 

    【住所又は居所】 

   【氏名又は名称】 

 【早期審査に関する事情説明】 

  １．商標の使用者 

 ２．商標の使用に係る商品名（役務名） 

 ３．商標の使用時期 

 ４．商標の使用場所 

 ５．商標の使用の事実を示す書類 

６．手続補正書の提出の有無 

 【提出物件の目録】 

   【物件名】 

 

※【早期審査に関する事情説明】で記載した内容の裏付けとなる書類を添付し提出してください。 

※書面により提出する場合は、日本工業規格Ａ列４番（横２１ｃｍ、縦２９．７ｃｍ）の大きさの用紙を用いて

ください。 

※記載例は、次ページを参照してください。 
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（様式２）の記載例 

 

 

 【書類名】 早期審査に関する事情説明書 

【提出日】 平成２９年○月×日 

 【あて先】 特許庁長官  殿 

 【事件の表示】 

   【出願番号】 商願２０１７－○○○○○○ 

 【提出者】  

    【識別番号】      ○○○○○○○○○ 

    【住所又は居所】 ○○県○×市△△    

    【氏名又は名称】 ○○株式会社 

    【代表者】       ○川  ×夫     

  【代理人】 

    【識別番号】      ○○○○○○○○○ 

   【住所又は居所】  ○○県○×市△△    

    【弁理士】 

   【氏名又は名称】  ○山   △郎    

  【早期審査に関する事情説明】 

１．商標の使用者 

     出願人 

２．商標の使用に係る商品名（役務名）  

   ゴルフ靴 

３．商標の使用時期 

     平成２９年４月から使用中 

４．商標の使用場所 

     ○○県○×市△△の本社営業所内 

５．商標の使用の事実を示す書類 

     出願に係る商標の使用を示す資料として、商品のパンフレットを添付する。 

６．手続補正書の提出の有無 

   平成２９年○月×日に手続補正書を提出 

 

【提出物件の目録】 

   【物件名】商標の使用の事実を示す書類（商品パンフレット） １ 

 

 

 

 

 

  

本記載例は、事情説明書の記載要領を示すため、

仮定に基づいて作成されたものです。 

P.13(2)「書誌的事項の

記載要領」参照 

 

P.13(3)「出願人等の使

用状況説明」の記載要

領参照 

 

商標の使用の準備段階の場合の【早期審査に関す

る事情説明】欄 

各項目は、それぞれ、  

（1）「商標の使用者」→「商標の使用予定者」 

（2）「商標の使用に係る商品名(役務名)」→ 

「商標の使用の準備を進めている商品名 

(役務名)」 

（3）「商標の使用時期」→「商標の使用開始予 

定時期」  

（4）「商標の使用場所」→「商標の使用予定場所」 

（5）「商標の使用の事実を示す書類」→ 

「商標の使用の準備を進めている事実を示 

す書類」 

のように記載してください。 

早期審査の要件を満たさない指定商品・指定

役務を削除する等のために、手続補正書を提

出した場合のみ項目を設けてください。 

【提出物件の目録】 

提出書類を援用したい場合、以下のように記載してください。 

 【提出物件の目録】 

 【物件名】商標の使用の事実を示す書類（商品パンフレット） １ 

 【援用の表示】平成２９年○月×日提出の早期審査に関する事情説明書 

 （商願 2017- XXXXXX）に添付した書類を援用する。 
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（様式３）早期審査に関する事情説明補充書【対象１～３共通】 

 

 【書類名】 早期審査に関する事情説明補充書 

【提出日】 平成  年  月  日 

 【あて先】 特許庁長官     殿 

 【事件の表示】 

   【出願番号】 商願○○○○－○○○○○○ 

 【提出者】 

    【識別番号】 

    【住所又は居所】 

    【氏名又は名称】 

 【代理人】 

    【識別番号】 

    【住所又は居所】 

   【氏名又は名称】 

 【補充の内容】 

 

 【提出物件の目録】 

   【物件名】 

 

  

※書面により提出する場合は、日本工業規格Ａ列４番（横２１ｃｍ、縦２９．７ｃｍ）の大きさの用紙を用いて

ください。 

※記載例は省略します。（様式１）（様式２）の記載例を適宜参照してください。 

※【補充の内容】の項目には、「～に関する書類を追加で提出する。」など、補充する提出書類に関する説明を

記載してください。 
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（様式４）国際登録出願の意思に関する宣誓書 

 

国際登録出願の意思に関する宣誓書 

 

現在当社は、本願商標について、マドリッド協定議定書に基づく国際登録

出願を行っていないが、平成○○年○○月ころに、国際登録出願を行う予定

である。 

 

以上のとおり相違ありません。 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

（出願人） 

住所： 

名称： 

担当責任者：         （印） 

 

 
※担当責任者の印鑑を押印してください。（印鑑証明書の提出は不要です。ゴム製浸透印は不可です。） 

※担当責任者の役職も記載してください。 

 

 

国際登録出願の意思に関する宣誓書 

現在当社は、本願商標について、マドリッド協定議定書に基づく国際登録

出願を行っていないが、平成○○年○○月ころに、国際登録出願を行う予定

である。 

 

以上のとおり相違ありません。 

 

平成○○年○○月○○日 

 

（出願人） 

住所：東京都千代田区霞が関 ×－×－× 

名称：株式会社○○○○ 

担当責任者： 知財部部長  霞が関 花子   （印） 

 

印 
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（様式５）早期審理に関する事情説明書【対象１】 

 

審判請求人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用

の準備を相当程度進めていて、権利化について緊急性を要する審判事件に関しての申出を行う場

合 

 

【書類名】  早期審理に関する事情説明書 

【提出日】  平成    年    月    日 

【あて先】  特許庁長官          殿 

【審判事件の表示】 

  【審判番号】 

  【出願番号】 

【審判請求人】 

  【識別番号】 

  【住所又は居所】 

  【氏名又は名称】 

【代理人】 

  【識別番号】 

  【住所又は居所】 

  【氏名又は名称】 

【早期審理に関する事情説明】 

   １．審判請求人等の使用状況説明 

（１）商標の使用者 

（２）商標の使用に係る商品名（役務名）  

（３）商標の使用時期 

（４）商標の使用場所 

（５）商標の使用の事実を示す書類 

（６）手続補正書の提出の有無 

 

２．緊急性を要する状況の説明 

 

 

【提出物件の目録】 

  【物件名】 

 

  

※【早期審理に関する事情説明】で記載した内容の裏付けとなる書類を添付し提出してください。 

※書面により提出する場合は、日本工業規格Ａ列４番（横２１ｃｍ、縦２９．７ｃｍ）の大きさの用紙を用いて

ください。 

※記載例は、次ページを参照してください。 
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（様式５）の記載例 

 

 

【書類名】早期審理に関する事情説明書 

【提出日】平成３０年○月×日 

【あて先】特許庁長官   殿 

【審判事件の表示】 

 【審判番号】  不服２０１８－○○○○○○ 

  【出願番号】 商願２０１７－○○○○○○ 

【審判請求人】 

  【識別番号】      ○○○○○○○○○ 

  【住所又は居所】   ○○県○×市△△    

  【氏名又は名称】  ○○株式会社 

  【代表者】         ○川 ○夫     

【代理人】       

  【識別番号】      ○○○○○○○○○ 

 【住所又は居所】  ○○県××市△×    

 【氏名又は名称】  ○山 △郎    

【早期審理に関する事情説明】 

   １．審判請求人等の使用状況説明 

（１）商標の使用者 

     審判請求人 

（２）商標の使用に係る商品名（役務名）  

    ゴルフ靴 

（３）商標の使用時期 

     平成２９年４月から使用中 

（４）商標の使用場所 

     ○○県○×市△△の本社営業所内 

（５）商標の使用の事実を示す書類 

     出願に係る商標の使用を示す資料として、商品のパンフレットを添付する。 

（６）手続補正書の提出の有無 

   平成３０年○月×日に手続補正書を提出 

 

２．緊急性を要する状況の説明 

（１）商標の使用者 

住所：○△県○×市○○区×× 

名称：××株式会社（代表者○○） 

（２）商標の使用に係る商品名（役務名） 

ゴルフ靴 

（３）商標の使用時期 

平成２９年１０月頃から使用中 

 

本記載例は、事情説明書の記載

要領を示すため、仮定に基づい

て作成されたものです。 

商標の使用の準備段階の場合の【早期審理に関す

る事情説明】欄 

各項目は、それぞれ、  

（1）「商標の使用者」→「商標の使用予定者」 

（2）「商標の使用に係る商品名(役務名)」→ 

「商標の使用の準備を進めている商品名 

(役務名)」 

（3）「商標の使用時期」→「商標の使用開始予 

定時期」  

（4）「商標の使用場所」→「商標の使用予定場所」 

（5）「商標の使用の事実を示す書類」→ 

「商標の使用の準備を進めている事実を示す 

書類」 

のように記載してください。 

事情説明を援用したい場合、以下の旨を記載してく

ださい。 

「平成２９年○月×日提出の早期審査に関する事情

説明書（商願 2017- ○○○○○○）の【早期審査に関

する事情説明】の記載を援用する。」 

早期審査の要件を満たさない指定商品・指定

役務を削除する等のために、手続補正書を提

出した場合のみ項目を設けてください。 
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（４）商標の使用場所 

○×市内のスポーツ用品店 

○×市に本社を有する××株式会社は、平成２９年１０月頃より、出願人に 

無断で出願に係る商標と酷似した商標を付したゴルフ靴を製造し、○×市内を 

中心にスポーツ用品店等で販売している。 

××社が商標を付して販売しているゴルフ靴の写真は、別添写真のとおりである

が、当該商標は出願に係る商標と同一又は類似であり、また、××社が使用して 

いる「ゴルフ靴」は、出願に係る指定商品中に包含され、かつ、出願人が使用し 

ている商品「ゴルフ靴」と同一である。 

 

【提出物件の目録】 

【物件名】商標の使用の事実を示す書類（商品パンフレット） １ 

【物件名】××社が商標を付して販売している「ゴルフ靴」の写真 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
なお、上記（緑枠箇所）は、早期審理対象１のうち、「第三者が使用の場合」（出願商標に

ついて、第三者が無断で使用（使用の準備を相当程度進めている）している場合）の記載例で
す。 

 

提出書類を援用したい場合、以下のように記載してください。 

 【提出物件の目録】 

   【物件名】商標の使用の事実を示す書類（商品パンフレット） １ 

   【援用の表示】平成２９年○月×日提出の早期審査に関する事情説明書 

         （商願 2017- ○○○○○○）に添付した書類を援用する。 

   【物件名】××社が商標を付して販売している「ゴルフ靴」の写真 １ 

   【援用の表示】平成２９年○月×日提出の早期審査に関する事情説明書 

         （商願 2017- ○○○○○○）に添付した書類を援用する。 
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（様式６）早期審理に関する事情説明書【対象２及び３】 

 

・審判請求人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を 

相当程度進めている商品・役務のみを指定している審判事件に関しての申出を行う場合【対象 

２】 

 

・審判請求人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用 

の準備を相当程度進めていて、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準等に掲載 

されている商品・役務のみを指定している審判事件に関しての申出を行う場合【対象３】 

 

【書類名】  早期審理に関する事情説明書 

【提出日】  平成    年    月    日 

【あて先】  特許庁長官          殿 

【審判事件の表示】 

  【審判番号】 

  【出願番号】 

【審判請求人】 

  【識別番号】 

  【住所又は居所】 

  【氏名又は名称】 

【代理人】 

  【識別番号】 

  【住所又は居所】 

  【氏名又は名称】 

【早期審理に関する事情説明】 

    １．商標の使用者 

    ２．商標の使用に係る商品名（役務名） 

    ３．商標の使用時期 

    ４．商標の使用場所 

    ５．商標の使用の事実を示す書類 

   ６．手続補正書の提出の有無 

【提出物件の目録】 

  【物件名】  

 

 

※【早期審理に関する事情説明】で記載した内容の裏付けとなる書類を添付し提出してください。 

※書面により提出する場合は、日本工業規格Ａ列４番（横２１ｃｍ、縦２９．７ｃｍ）の大きさの用紙を用いて

ください。 

※記載例は、次ページを参照してください。 
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（様式６）の記載例 

 

 【書類名】 早期審理に関する事情説明書 

【提出日】 平成３０年○月×日 

 【あて先】 特許庁長官  殿 

【審判事件の表示】 

 【審判番号】  不服２０１８－○○○○○○ 

    【出願番号】 商願２０１７－○○○○○○ 

【審判請求人】 

    【識別番号】      ○○○○○○○○○ 

    【住所又は居所】   ○○県○×市△△    

    【氏名又は名称】  ○○株式会社 

    【代表者】        ○川 ○夫     

  【代理人】 

    【識別番号】      ○○○○○○○○○ 

   【住所又は居所】  ○○県○×市△△    

    【弁理士】 

   【氏名又は名称】  ○山   △郎    

  【早期審査に関する事情説明】 

  １．商標の使用者 

         審判請求人 

  ２．商標の使用に係る商品名（役務名）  

         「ゴルフ靴」 

   ３．商標の使用時期                    

         平成２９年４月から使用中 

   ４．商標の使用場所                    

         ○○県○×市△△の本社営業所内 

  ５．商標の使用の事実を示す書類        

         出願に係る商標の使用を示す資料として、商品のパンフレットを添付する。 

  ６．手続補正書の提出の有無 

平成３０年○月×日に手続補正書を提出 

 

 

【提出物件の目録】 

   【物件名】商標の使用の事実を示す書類（商品パンフレット） １

本記載例は、事情説明書の記載

要領を示すため、仮定に基づい

て作成されたものです。 

提出書類を援用したい場合、以下のように記載してください。 

 【提出物件の目録】 

   【物件名】商標の使用の事実を示す書類（商品パンフレット） １ 

   【援用の表示】平成２９年○月×日提出の早期審査に関する事情説明書 

         （商願 2017- ○○○○○○）に添付した書類を援用する。 

 

早期審査の要件を満たさない指定商品・指定役務を削除する等の

ために、手続補正書を提出した場合のみ項目を設けてください。 

事情説明を援用したい場合、以下の旨を記載してく

ださい。 

「平成２９年○月×日提出の早期審査に関する事情

説明書（商願 2017- ○○○○○○）の【早期審査に関

する事情説明】の記載を援用する。」 
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（様式７）早期審理に関する事情説明補充書【対象１～３共通】 

 

【書類名】  早期審理に関する事情説明補充書 

【提出日】  平成    年    月    日 

【あて先】  特許庁長官          殿 

【審判事件の表示】 

  【審判番号】 

  【出願番号】 

【審判請求人】 

  【識別番号】 

  【住所又は居所】 

  【氏名又は名称】 

【代理人】 

  【識別番号】 

  【住所又は居所】 

  【氏名又は名称】 

【補充の内容】 

 

【提出物件の目録】 

 【物件名】 

 

 

※書面により提出する場合は、日本工業規格Ａ列４番（横２１ｃｍ、縦２９．７ｃｍ）の大きさの用紙を用いて

ください。 

※記載例は省略します。（様式５）等の記載例を適宜参照してください。 

※【補充の内容】の項目には、「～に関する書類を追加で提出する。」など、補充する提出書類に関する説明を

記載してください。 
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■ ■ ■ お問い合わせ窓口 ■ ■ ■ 

 

＜早期審査に関すること＞ 

特許庁審査業務部商標課企画調査班 

ＴＥＬ ： ０３－３５８１－１１０１ 内線２８０５ 

  

＜早期審理に関すること＞ 

特許庁審判部審判課審判企画室 

ＴＥＬ ： ０３－３５８１－１１０１ 内線５８５３ 

 

 


